
　　　　　　　　　　　　令和5年度
市・府民税（個人住民税）の主な改正点

【住宅ローン控除の延長及び見直し】
 ●住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年延長（令和7年12月31日までに入居した人が対象）されました。
 ●適用対象者の所得要件が合計所得2,000万円以下（改正前：3,000万円以下）に引き下げられました。
 ●消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等
の5％（最高97,500円）に引き下げられました。
個人住民税の住宅ローン控除限度額表

（＊1）…住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8％または10％の場合に限ります。それ以
外の場合は、平成21年1月～平成26年3月に入居した場合（所得税の課税総所得金額等×5％（最高97,500円））
と同じです。
（＊2）…令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10％かつ
一定の期間内（新築の場合は令和2年10月～令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和
2年12月～令和3年11月）に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月～令和3年12月に入居し（＊
1）の条件を満たす場合の控除限度額（所得税の課税総所得金額等×7％（最高136,500円））と同じです。 
控除期間
　認定住宅または一定の省エネ基準を満たす新築住宅に令和4年～7年に入居し
た場合の控除期間は13年間となります。その他の新築住宅については、令和4年
～5年に入居した場合は13年間、令和6年～7年に入居した場合は10年間となり
ます。また、既存住宅の取得または住宅の増改築等に令和4年～7年に入居した
場合の控除期間は、10年間となります。
【民法の成年年齢の引き下げ（18歳または19歳の人）】
　民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日（賦課期日）時点で
18歳または19歳の人は、住民税の非課税判定において未成年にあたらないこと
となりました。
【セルフメディケーション税制の見直し】
　対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上
で、適用期限が令和8年12月31日まで延長されました。
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入居した年月 平成21年1月～平成26年3月 平成26年4月～
令和3年12月（＊1）

令和4年1月～
令和7年12月（＊2）

控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5％
（最高97,500円）

所得税の課税総所得金額等×7％
（最高136,500円）

所得税の課税総所得金額等×5％
（最高97,500円）
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あ
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わ
せ
て
く
だ
さ

い
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　2月4日㈯・5日㈰の2日間でイオンモールりんくう泉南2階イオ
ンホールで近畿税理士会 泉佐野支部による申告相談（要事前予約）
を開催します。
　給与所得者や年金受給者の人だけでなく、事業所得や譲渡所得
がある人、消費税のインボイス制度に関する質問のある人、資産
の贈与を受けた人も相談できますが、申告書・申請書の提出はで
きません。
申込・問合先　1月16日㈪～ 31日
㈫の平日 午前10時～午後3時に電
話またはｅメール（sanoshibu＠
poem.ocn.ne.jp）で近畿税理士会 
泉佐野支部事務局（☎468-8068）
へ
※ホームページ（http://www.san
o-kinzei.jp）からも申込できます。
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